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序　　文

初等教育カリキュラム学会は，2016（平成 28）年 1 月に広島大学教育学部・
大学院教育学研究科に置かれた初等カリキュラム開発講座の構成員を中心にし
て設立された学術研究団体である。現在では，大学等研究機関に所属する者，
学校等の教育機関に所属する者，教育行政等に携わる者など，全国に幅広い会
員を有している。

本学会は，その名称のとおり「初等教育」を直接的な研究対象とし，幼児教
育や小学校教育，特別支援教育なども含めた様々な事象を扱う。授業研究やカ
リキュラム研究，教育制度や教育行政，教員養成や教師教育など，初等教育に
関するすべてを対象とする。特定の教科等に限定することなく，様々な専門領
域を統合，融合した学術研究と教育実践を特色とする学会である。それは，学
校教育の枠組みや大人の都合からではなく，子どもの視点に立って研究や実践
を進めるということでもある。子どもたちは既存の枠組みや都合の中で受動的
に日々を過ごしているのではない。自らの視点で自らの生活におけるあらゆる
場面の経験を統合しながら，能動的に過ごし，刻々と成長しているのである。
このように考えるならば，本学会の独自性と存在意義は大きい。

世界は大きな変化を続けている。その激流の中で，教育は子どもたち一人
一人の成長や幸福に向かうものとなっているだろうか。また，それを支える大
人の健康や幸福は実現しているだろうか。残念ながら，教育の現状には様々な
課題や疑念がある。そして，教育の未来には強い危機感を抱いている。こうし
た状況において，なぜ「出版」なのか。

教育も大きな変化を続けている。しかし，変化を続けるがゆえに，なぜ今
がこのようになっているのか，は考察されにくい。どのようなことが関係して
いるのか，どういう経緯があったのか，などが検証しにくくなっている。ある
時点では当然のこととして言葉にする必要もないと思われることも，その瞬間
を切り取り文字化しておかなければすぐに消えてしまう。言うまでもなく，執



ii

筆から刊行までには，一定の時間がかかる。したがって，本書も刊行の時点で
一部の内容はすでに最新ではないことであろう。それでも検証の手掛かりを残
しておかなければ，螺旋的に繰り返されていく歴史から学ぶことができなくな
る。出版は，現在に生きる私たちが，自分たちの位置，葛藤や課題を認識し考
察することであるだけでなく，未来への責任なのである。

本書は大きく四つの部分で構成している。まず総論では，「初等教育の現在
と未来 ─ 子どもと教師のウェルビーイングに向けて ─ 」と題して，複雑で難
解で変化を続ける初等教育という事象を俯瞰し，一定の整理を試みている。続
く第Ⅰ部では「教育実践は歴史的な転換期を迎える ─ デジタル化の中で考え
る学びの本質 ─ 」として，デジタル化の中で進行する近年の教育施策等の意
義や課題を考察している。第Ⅱ部では，「学校の教育課程と学習指導要領との
関係を問う ─ カリキュラムとマネジメント ─ 」として，学校の制度や教育課
程の今日的な諸課題について考察している。第Ⅲ部では，「初等教育の持続可
能性 ─ 未来に向けた批判的提言 ─ 」として，教員養成や教育研究などの諸課
題から，危機的状況にある初等教育の再構築について展望する。

本書は初等教育カリキュラム学会の編集によるが，各章等の具体的な内容
は学会員である各執筆者の責任において記述されている。学会全体の考え方や
学会の総意を示すものではない。しかし，初等教育に関心をもつ者が，デジタ
ル化が急展開する中で，新型コロナウイルスによるパンデミックを経たこの時
期に，教育の現状や未来をどのように捉え，どのような問題意識を有している
かが，リアルに示されている。皆様のご批正をいただきながら議論を継続し，
よりよい初等教育の創造に向かうことができれば幸いである。

2024（令和 6）年 12 月
初等教育カリキュラム学会　会長　朝倉　淳
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《 凡　例 》

1．編集
本書の編集は，初等教育カリキュラム学会内の出版企画編集委員会が行っ

た。

2．執筆者
総論および各章の執筆は，それぞれ学会員一名または二名が担当した。
執筆内容は学会を代表したり学会の総意に基づいたりするものではなく，

基本的には執筆者自身によるものである。
執筆者名は巻末に一覧で示した。執筆者の氏名，所属や職名等については，

2024（令和 6 年）10 月末日現在とした。

3．表記
仮名遣いなど本文の基本的な様式や表記は一定の統一を図った。
ただし，本書で定めた表記に揃えることが適当でない場合は，同一章内で

の統一とした。
なお，引用部分については仮名遣いや漢字表記等を含め原典のとおりとし

た。

4．索引
索引は，和文事項索引のみとした。
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総  論

初等教育の現在と未来 
─ 子どもと教師のウェルビーイングに向けて ─

1．初等教育のイメージと全体像

「初等教育」という言葉に接したとき，どのような状況がイメージされるだ
ろうか。一般的には，おそらく小学校の教室で国語や算数の「授業」が進行し
ている様子が想像されるであろう。間違いではない。象徴的で重要な初等教育
の一場面である。しかし，当たり前のようにそうした授業が展開されるには，
様々な事柄がつながり，機能しなければならない。また授業だけが初等教育な
のではない。

危機的状況にある初等教育の現在を考察し未来を描き行動していくには，
様々な課題を深く考察すると同時に，それらを初等教育の全体像に位置づけ，
その有機的な関連を捉えておかなければならない。ある課題について，有効に
思える解決策も，その実現可能性や継続性に困難があったり別の側面に大きな
負の影響があったりすれば，労力や資金をつぎ込んだほどの成果は得られない
であろう。何よりも，子どもたちが成長する現場が混乱することは避けなけれ
ばならない。初等教育の全体像が把握されていなければ，解決策は思いつきの
域を出ないのである。今日の様々な施策は大丈夫であろうか。

本稿では総論として，初等教育に関する様々な課題の意味や所在を捉える
ために，複雑な初等教育の全体像を俯瞰し可視化していくこととする。
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2.　授業を要とした初等教育の広がり

（1）小学校授業の成立
「初等教育」と「小学校教育」は同義ではない。乳幼児期から児童期までの

制度としての教育機関は小学校だけではない。また，制度外の様々な機関も存
在する。家庭教育や地域における教育も存在している。このことを前提にした
上で，ここでは小学校の「授業」を要として，その成立要件や初等教育の広が
りを考察する 1）。

現在，日本の各小学校では日々当たり前のように授業が展開されている。
その授業が成立するためには，何が必要であろうか。ここでは，大きく次の 5

つに整理してみる。すなわち，学習者としての児童，実践者としての教師，学
校や教育委員会等の行政組織，学校の教育課程や学習指導要領，適切な学習環
境である。これらは，別々に存在するわけではなく強く結びついているため，
明確には分けがたい。整理はあくまで現実的な一つの例である。

これらの要件以外にも，初等教育の全体に関係することとして様々な法令
の存在がある。公教育は法令や多くの約束事に則って展開されている。公教育
を変革するということは，法令を改正したり約束事を変更したりするというこ
とでもある。その意味では公教育は「社会的」「政治的」「財政的」な営みでも
ある。これは，一人一人の成長や自己実現が「個人的」「人間的」「教育的」で
あることと微妙な関係にある。

一方，教育実践やその発展には，様々な学問，諸科学の研究成果が関係す
る。大学等の研究機関や学会等の研究団体の活動は，学校現場の教育実践と結
びついて進展している。教育に関係する個人，組織，政治，学術などは，結び
つき支え合いながら，一定の緊張関係にもある。授業はそのような様々な関係
性の中で展開されている。どんな授業計画の目標，内容，方法，評価も，授業
実践そのものも，このような関係から逃れることはできない。
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（2）小学校授業の成立要件の検討
1）学習者としての児童の存在

学習者としての児童の存在は，授業成立に欠かせない要件である。児童数
の減少など学習者の不在は，授業の開設や学校の存続そのものに直結する。児
童には保護者がおり，地域社会で家庭生活を営んでいる。児童の存在や実態
は，家庭や地域社会，グローバル社会から大きな影響を受ける。

一般的に，子どもたちは同一年齢で構成される「学年」に区切られ，児童数
が一定数内に収まるように学級が編制され，学級を単位として授業が展開され
る。学習指導要領も「学年」という区切りによる集団の存在を前提として構成
されている。確かに，この仕組みには一定の合理性があろう。一方，児童の個
性や実態は一人一人異なり多様である。この多様性を考えるならば，年齢で区
切った集団で画一的に展開する従来型の一斉授業には不合理な側面もある。イ
ンクルーシブ教育など多様性を包摂する教育の考え方や方法は教育実践研究上
の重要なテーマである。
2）実践者としての教師の存在

授業を計画し実践するのは教師であり，教師は授業の成立要件である。教
師（教員）は免許を必要とする専門職であり，不断の研修，研鑽が求められる。
日々の授業も，教材研究の深さや指導法の適切さなどが試される場である。授
業においては，児童とともに教師もまた学習者であり，成長の途上にある。

教師の存在は，教員養成，教員採用，教員研修などと関係している。それ
らが適切に機能しなければ，教員の力量や教員数の確保などに問題が生じる。
問題の背景には，学校で教員が担う業務の内容や量，教員の処遇などの要因も
あり，困難な課題となっている。さらには，進路志望の一つとして教員を検討
する際には，児童生徒としての学校での体験も影響する。近年のいわゆる教員
不足は，極めて重大で構造的な課題なのである。
3）学校や教育委員会等の行政組織の存在

一単位時間の授業であっても，それは意図的，計画的，組織的な営みであ
り，学校や教育委員会等による運用の中に位置づいている。また，国としての
教育行政は，文部科学省が所管するとともに他の省庁とも関係している。それ
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は学校の授業が私的な営みではなく，公教育としての行政的な営みであること
を示している。行政組織もまた，授業成立の要件の一つと考えられる。
4）学校の教育課程や学習指導要領の存在

一単位時間の授業は，教科の場合，一般的に単元計画の中に位置づいてい
る。また，単元計画は，当該教科の年間指導計画に位置づいている。小学校等
のある学年のある教科の年間指導計画は，教科としての一定の系統性の中に位
置づくとともに，同一学年の他教科等との関連の中に位置づいている。これら
の全体は各学校が「社会に開かれた教育課程」として編成するが，その枠組み，
目標や内容や授業時間数などは国の教育課程として文部科学省が告示する学習
指導要領に拘束されている。各教科には文部科学省の検定を受けた児童用教科
書があり，授業実践に大きな影響力をもつ。

小学校の中で，第 1 学年から第 6 学年までの様々な教科等の授業が円滑に
進行していくには，学校全体として調整された「時間割」が必要となる。時間
割では特別教室や体育館使用の割り振りなど，学級数や学校の施設，設備の状
況も考慮しなければならない。

このように学校の教育課程や時間割，学習指導要領の存在は，授業が成立
するための要件なのである。
5）適切な学習環境の存在

ここでいう学習環境とは，教室内の机の配置や壁面の掲示などに加え，授
業で使用する器具やデジタル黒板などの備品，エアコンやインターネット接続
のための回線などの設備である。また，広く教室や体育館やグラウンド，プー
ルなどの施設の全体を含めての学習環境である。さらには，学校の存在する地
域もまた学習環境である。

授業が成立するためには，このような学習環境が必要であり，その状況は
授業の可能性を広げたり制限したりするものである。社会のデジタル化が進行
しても，仮想空間という学習環境のみで初等教育のすべての授業が成立すると
は考えにくい。
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（3）小学校授業成立要件の広がり
ここまで検討した小学校授業の成立要件などの広がりを，図S-1 のように示

す。授業を要にした整理であるが，初等教育の多くの課題や論点はこのような
広がりの中に存在する。また，児童，教師ほか，特定の誰かの立場に立ってこ
の広がりを眺めるならば，一人一人異なる初等教育の世界が見えてくるであろ
う。

3．初等教育における時間軸の問題

（1）初等教育における時間軸
初等教育は学習者である児童の成長に関する事象である。人の成長には時

間の経過が伴う。教師もまた人であり，教師になるまでの過程やその後の過程
がある。教育実践を支える教育課程や諸制度もそれが整ったり機能したりする
までには時間が必要である。授業の成立要件として示した事象を含め，教育を
取り巻くあらゆる事象は変化を続けている。一方で，例えば教育課程や制度は
柔軟には変更しにくいため，常に現実社会との「ずれ」が生じる。ようやく
整った教育課程や制度も，その瞬間にすでに現実社会とずれているのである。

図 S-1　小学校授業成立要件の広がりのイメージ
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それでも，教育実践は一時停止することができない。子どもたちは今しかない
時間の中で，適時に学び成長していく。3 年間を超える新型コロナウィルス禍
では，学校，家庭，地域において，様々な学習機会が失われたり制限を受けた
りした。それが子どもの成長に負の影響となったことは，世界中の保護者や教
育関係者が実感したところである。

このように初等教育を理解したり検討したり実践したりする際に「時間軸」
は重要な視点である。初等教育の諸課題は，日々の教育実践を継続しながら，
取り組んでいくほかないのである。

（2）学習者の時間軸
小学校第 4 学年のある学級で授業が進行しているとする。30 人の児童がい

るとき，その 30 人は同じ個性や実態をもってその場に存在するのではない。
誕生以来，乳幼児期を経て現在までおよそ 10 年間にわたる自分自身の人生を
生きてきた 1 人の児童が，それぞれの人生を生きてきた他の 29 人の児童とと
もに，今この授業に参加しているのである。一人一人の個性や人生が異なるか
らこそ，授業において対話や学び合いが成立し，それぞれが成長するのであ
る。個に焦点を当てて，一人一人の児童の時間軸を意識して教育を展開するこ
とは大前提とすべきことである。

一方，広く社会全体に焦点を当てるならば，子どもの存在は，人類の持続
可能性にも関係する課題である。子どもが誕生し，成長しなければ，社会は持
続しない。人類が生き延びていくには，子どもたちの存在は不可欠である。し
かし，多くの国で進行する今日の少子化は，子どもたちの存在が当たり前では
ないことを示している。社会が存続し人類が生存するには，子どもたちの存在
や子どもたちの教育が最優先の課題であり，それについての社会的な同意が重
要である。子どもたちが存在し成長することは，社会全体の課題であり，性別
や年齢ほかの多様性にかかわらず，すべての人が当事者なのである。
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（3）教師の時間軸
教師一人一人に，自らが児童であった時代を含め教師になるまでの過程，

教師になってから現在に至る過程，そして未来という時間軸がある。一人の教
師にとって，いわゆる教員養成，教員採用，教員研修の経験と人生におけるす
べての経験は，教師の時間軸として重要な意味を持っている。

社会的にはどうであろうか。日本の学校教育は 1872（明治 5）年の学制に
始まる。この時期に全国に小学校が創設された関係で，2022（令和 4）年度に
は全国の多くの学校で創立 150 周年を迎えることとなった。当時の重要課題
は，教員の確保であった。その後，教員養成を目的とした学校も創立され一定
の年月をかけて教員養成の制度は整ったように思われたが，近年は必要な教員
が確保できない状況となっている 2）。計画的で，柔軟性，実効性のある制度設
計や取り組みが急がれるところである。

（4）教育課程の時間軸
前述のとおり，学校の授業は学習指導要領に則って展開されている。近年

の学習指導要領の改訂は，およそ次のように行われている 3）。
①文部科学大臣が教育課程について，中央教育審議会などの審議会に諮問
②審議会は審議を重ね，その結果を文部科学大臣に答申
③文部科学省は答申を学習指導要領に具体化し告示
④新学習指導要領に準拠した教科書の編纂・検定・採択／移行措置の実施
⑤新学習指導要領の全面実施
①の諮問から⑤の全面実施までは 5 〜 6 年を要している 4）。その間も現実社

会は刻々と変化をしている。近年の改訂は，およそ 10 年ごとに行われている
が，日本の義務教育の年数が 9 年間であることから，子どもたちは義務教育
として学ぶ期間のどこかで学習指導要領の改訂に遭遇することになる。義務教
育段階を終える範囲であっても，一人一人の児童生徒にとっては一貫した教育
課程ではないのである。
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4．デジタル技術・AI で変わる教育

（1）文字による革命と初等教育の始まり
社会で急速にデジタル技術・AI（Artificial Intelligence：人工知能）が進展

している。2023 年は，生成系のAIがG7 広島サミットほかにおいて議論の
テーマとなった年でもあった。教育現場においても，コロナ禍により一人一台
端末とする「GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想」
が急展開し，今では授業における端末の活用などICT活用は日常的に行われて
いる。こうした状況の意味をどう考えればよいだろうか。

デジタル技術・AIに関係が深い人類史上の出来事として，文字の発明を挙
げることができよう。文字の発明以降，知識や技術を文字によって可視化し，
保存，継承できるようになった。また，より複雑な思考や表現を生み出したり
伝えたりできるようになった。人間は自分自身の身体の外に記憶，記録の手段
を持ったのである。しかし，文字を習得し使用できるのは限られた人々であっ
た。文字の習得には，計画的な教育，意識的な学習が必要である。産業革命以
降，人々の読み書きは，近代国家，産業社会の要請ともなり，初等教育が整備
された。その結果，多くの国においてほとんどの人が読み書き可能な社会が実
現している 5）。そして，学問，諸科学の進展とも相まって知識や技術は格段に
増加，進展したのである。文字の発明から一人一人の文字習得までに関する
様々な状況は，現在進行を続けるデジタル化やAIがどのように展開するのか
を考察する参考となるであろう。

（2）デジタル技術・AIで変わりつつある初等教育
デジタル技術はアナログであった文字を電子化した。情報の作成や保存，

編集は容易になり，インターネット技術との融合により情報をデータとして蓄
積したり，伝達したり，検索・活用したりすることが可能となった。これが
AI，さらには生成AIにつながり，今日では急速な進展を遂げている。こうし
た状況は，初等教育に何をもたらすのであろうか。


